
　当事業所は利用者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。
施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを
次の通り説明します。

　１．施設経営法人 １項
　２．ご利用施設 ２項
　３．居室の概要 ２項
　４．職員の配置状況 ２項
　５．当事業所が提供するサービスと利用料金 ３項
　６．施設を退所していただく場合（契約の終了について） ８項
　７．残置物引取人 １０項
　８．第三者評価事業の実施状況 １０項
　９．事故発生時の対応 １１項
　１０．虐待防止のための措置に関する事項 １１項
　１１．身体不拘束 １１項
　１２．非常災害対策 １１項
　１３．苦情の受付、協議事項、裁判管轄 １１項

１．施設経営法人

（１）法人名 社会福祉法人　　峰栄会
（２）法人所在地 静岡県浜松市東区小池町３８番地の１
（３）電話番号 ０５３－４３４－５７１０
（４）代表者氏名 理事長　　高杉英成
（５）設立認可年月日

目　　次

介護老人福祉施設さぎの宮寮重要事項説明書

当事業所は指定介護老人福祉施設の指定を受けています。

（浜松市指定　　第2277100265号）

平成2年12月11日
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２．ご利用施設

（１）事業所の種類 介護老人福祉施設
（２）事業所の名称 さぎの宮寮
（３）事業所の所在地 静岡県浜松市東区小池町３８番地の１
（４）電話番号 ０５３－４３４－５７１０
（５）施設長氏名 髙杉威一郎
（６）開設年月
（７）入所定員 ８０名

３．居室の概要

（１）居室等の概要
　当事業所では、４人部屋、３人部屋、２人部屋、個室をご用意しています。
(利用者の心身の状況等に応じて、個室を使用する場合もあります。）

 居室・設備の種類   室数

 個室（１人部屋） １３室

 ２人部屋 ５室

 ３人部屋 ３室

 ４人部屋 １２室

 合計 ３２室

 食堂 ６室 　２Ｆ－３室　　　３Ｆ－３室

 浴室 ２室 　２Ｆ－一般浴　３Ｆ－特殊浴槽、中間浴槽

 医務室 １室 　３Ｆ

※上記は、厚生労働省令で定める基準により、指定介護老人福祉施設に
　 必要が義務づけられている施設・設備です。
   (個室をご希望の利用者には、個室申込み書にご記入願います。)

※居室の変更について
 　利用者の心身の状況等により居室を変更する場合があります。その際に
   は、利用者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。

４．職員の配置状況

　当施設では、利用者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員
配置として、以下の職種を配置しています。

＜主な職員の配置状況＞
※職員の配置については、介護保険法における介護老人福祉施設の人員、
設備及び運営に関する基準を遵守しています。

備　　考

平成3年4月1日
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　職　　種 員　数 勤　務　の　体　制

　管理者 1名 　常勤 １名

　医師 1名 　非常勤 １名

　生活相談員 　常勤

　介護職員

　看護職員

　機能訓練指導員 1名 　非常勤 １名

　管理栄養士

　介護支援専門員

　事務職員 1名 　常勤（兼務）

　　　＊特養80床、ショート20床、計100床に対する職員配置

＜主な職種の勤務体制＞
※但し、土日は下記と異なります。

職種 勤務体制

　１．管理者 　　　　　　　　８：３０～１７：３０

　２．医師 　毎週火曜日　　午後

　３．介護職員 　早番　：　　７：００～１６：００

　日勤　：　　８：３０～１７：３０

　遅番　：　１２：１５～２１：１５

　夜勤　：　２１：００～　９：００

　４．看護職員 　　　　　　　　８：３０～１７：３０

　５．生活相談員 　　　　　　　　８：３０～１７：３０

　６．介護支援専門員 　　　　　　　　８：３０～１７：３０

５．当事業所が提供するサービスと利用料金

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照）

＜サービスの概要＞
①食事
・管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況及び
  嗜好を考慮した食事を提供します。
･利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原
  則としています。
･あらかじめ連絡があった場合は、衛生上又は管理上許容可能な一定時間
  (２時間以内)、食事の取り置きをすることが出来ます。

３名以上

２７名以上

1名以上

1名以上

1名以上

　常勤換算

1名

1名以上

２７名以上

　常勤換算  ３名以上

1名以上

1名以上

　常勤

　常勤
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（食事時間）
朝食：７：３０～８：３０　　昼食：１２：００～１３：００　　夕食：１８：００～１９：００
②入浴
・入浴又は清拭を週２回行います。
・寝たきりの方でも特殊浴槽を使用して入浴することが出来ます。
③排泄
・排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行い
  ます。
④機能訓練
・利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復
  又はその減退を防止するための訓練を実施します。
⑤健康管理
・医師や看護職員が、健康管理を行います。
⑥衛生管理
・介護に使用する物品等は常に清潔に保ち、定期的な消毒を施す等、衛
 生管理に十分留意します。
・事業所もしくはサ－ビス従事者は感染症等に関する知識の習得に努め、
　感染症の発生・蔓延防止のための措置を講じます。
⑦口腔ケア
・基本的に毎日１回は口腔清拭を行います。また、その人の状態に応じて
　毎食後、施行することもあります。
⑧その他自立への支援
・寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。
・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。
⑨介護及び看護の記録またはサービス提供記録について、入所者又は、
　そのご家族の要望に応じて、開示致しますので、お申し出下さい。
⑩施設サービス計画は、６ヶ月に１回見直し（実施状況の把握）を行います。
　又、施設サ－ビス計画の変更の必要性がある場合は見直しを行い、施設
　サ－ビス計画の再作成を行います。
⑪介護サービスについてのご相談を受け付けております。介護相談員もしく
　は、生活相談員が対応致します。
　　受付時間　８：３０　～　１７：３０
　　相談場所　相談室等
〈サービス利用料金（１日あたり）〉　（契約書第６条参照）
　下記の料金表によって、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金か
ら介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）と食事や居住費に係る合
計金額をお支払い下さい。（サービス利用料金は、利用者の要介護度及び
利用者負担段階、個室、多床室等に応じて異なります。）

◎個室利用者　（従来型個室）　（　１日当たり　：　単位　）
 要介護度  介護費 褥瘡  栄養 看護体制加算(Ⅰ)ロ

マネジメント（Ⅰ） マネジメント強化 看護体制加算(Ⅱ) ロ

１ 573 3 11
２ 641 3 11
３ 712 3 11
４ 780 3 11
５ 847 3 11

(Ⅰ)ロ4 (Ⅱ)ロ8

(Ⅰ)ロ4 (Ⅱ)ロ8

(Ⅰ)ロ4 (Ⅱ)ロ8

(Ⅰ)ロ4 (Ⅱ)ロ8

(Ⅰ)ロ4 (Ⅱ)ロ8
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◎個室利用者（　１日当たり　：　円　）
 利用者負担段階 　食費  居住費
 第１段階 ３００　　 ３２０  ＊サ－ビス提供体制強化加算Ⅲ

 第２段階 ３９０　　 ４２０
 第３段階① ６５０　　 ８２０  ＊介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

 第３段階② １，３６０　　 ８２０  ＊看取り介護加算(Ⅰ）

 第４段階(標準) １，４４５　　 １，１７１  ＊介護職員等ベ－スアップ等支援加算

◎多床室利用者（　１日当たり　：　単位　）

 要介護度  介護費 褥瘡  栄養 看護体制加算(Ⅰ)ロ

マネジメント（Ⅰ） マネジメント強化 看護体制加算(Ⅱ) ロ

１ 573 3 11

２ 641 3 11

３ 712 3 11

４ 780 3 11

５ 847 3 11

◎多床室利用者（　１日当たり　：　円　）

 利用者負担段階 　食費  居住費

 第１段階 ３００　　 ０  ＊サ－ビス提供体制強化加算Ⅲ

 第２段階 ３９０　　 ３７０  ＊介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

 第３段階① ６５０　　 ３７０  ＊介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

 第３段階② １，３６０　　 ３７０  ＊看取り介護加算(Ⅰ）

 第４段階(標準) １，４４５　　 ８５５  ＊介護職員等ベ－スアップ等支援加算

 ＊サ－ビス提供体制強化加算Ⅲ

（１日につき、６単位で算定する。）

 ＊介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

(総単位数の８．３％で算定する。)

 ＊介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（基本サ－ビス費総単位数の２．３％で算定する。）

 ＊看取り介護加算(Ⅰ）

死亡日４５日前～３１日前　７２単位／日

死亡日３０日前～４日前　１４４単位／日

死亡前々日、前日　　　　６８０単位／日　　　死亡日　１２８０単位／日

 ＊介護職員等ベ－スアップ等支援加算

（基本サ－ビス費総単位数の１．６％で算定する。）

 ＊地域区分７級地

（介護報酬１単位あたり１０．１４円で算定する。）

(Ⅰ)ロ4 (Ⅱ)ロ8

(Ⅰ)ロ4 (Ⅱ)ロ8

(Ⅰ)ロ4 (Ⅱ)ロ8

(Ⅰ)ロ4 (Ⅱ)ロ8

(Ⅰ)ロ4 (Ⅱ)ロ8

 ＊介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
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☆利用者が要介護認定を受けていない場合は、サービス利用料金の全額

　をお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く

　 金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、

　 利用者が保険給付の申請を行なうために必要となる事項を記載した「サ
　 －ビス提供証明書」を交付します。
☆介護保険法の介護報酬に変更があった場合、施行日より変更された額に
　 合わせて、利用者の負担額を変更します。
☆利用者が、６日以内の入院又は外泊をされた場合にお支払いいただく利
 　用料金は、下記の通りです。（契約書第８条、第２０条参照）

自己負担額 ２４６単位

☆社会福祉法人による利用者負担軽減制度を行っています。この対象者と
 　なるためには、要件の全てを満たす事、その上市町村が総合的に勘案し
　 生計が困難であるとして認めた場合。

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条参照）
　以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。

＜サービスの概要と利用料金＞

①特別な食事（酒を含みます。）
　利用者の希望に基づいて特別な食事を提供します。
　利用料金：要した費用の実費

②理髪
　月に１回程、理容師、美容師の出張による調髪サービスをご利用いただけ
　ます。 利用料金：１回あたり　　２，１００円

③貴重品の管理
　利用者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。
　詳細は、以下の通りです。

◎管理する金銭の形態：　施設の指定する金融機関に預け入れている預金

◎お預かりするもの：　上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、
　　　　　　　　　　　　　　介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、
　　　　　　　　　　　　　　健康保険証、身体障害者手帳、年金証書、
　　　　　　　　　　　　　　恩給証書等

◎保管管理者：　管理者

◎出納方法：　手続きの概要は以下の通りです。
・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管
　理者へ提出していただきます。
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･保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを
　行います。
・保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しを利用者へ
　交付します。

◎利用料金：　１か月当たり　　１，７００円

④レクリエーション、クラブ活動等、教養娯楽
　利用者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくこと
　ができます。（入場料等の実費を頂く場合もあります。）

＜例＞
ⅰ）主なレクリエーション行事予定

行事とその内容
１月　 　１０日前後－初詣
２月　 　３日頃－節分
４月　 　１日頃－お花見
５月　 　１０日頃－遠足
６月　 　２０日頃－菖蒲園見学
７月　 　７日頃－七夕
８月　 　１４日－納涼祭
９月　 　１５日－敬老会

１０月　 　１０日頃－運動会
１１月　 　３日頃－遠足
１２月　 　２０日頃－クリスマス会

ⅱ）クラブ活動
　　生け花、習字、レクリエーション、唄のけいこ、寄り合い、喫茶、
　　買い物、ドライブ、誕生会、バイキング等

⑤日常生活上必要となる諸費用実費
　日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用で利用者に負
担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。

　ⅰ）日常生活費－　１５０円／日　（日常生活費等は、変動もあります。）
　　（おむつ代は、介護保険給付対象になっていますのでご負担の必要は
　　　ありません。）

　ⅱ）アルバム代－　３５０円（価格の変動もあります。）
　　　入所時、及び写真の整理用に必要な場合にご負担いただきます。

　ⅲ）スクラップブック代－　３５０円（価格の変動もあります。）
　　　入所時、及び領収書類の整理用に必要な場合にご負担いただきます。

　ⅳ）旅仕度セット－　９，５００円（価格の変動もあります。）
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（３）利用料金のお支払い方法（契約書第６条参照）
　前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌
月２０日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。
（１か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づ
　いて計算した金額とします。）

　ア．窓口での現金支払
　イ．金融機関口座からの自動引き落とし

（４）入所中の医療の提供について
　医療を必要とする場合は、利用者の希望により、協力医療機関において
診療や入院治療を受けることができます。（但し、協力医療機関での優先
的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、協力医療機関
での優先的な診療・入院治療を義務づけるものでもありません。）

①協力医療機関

　医療機関の名称 　浜松北病院

　所在地 　浜松市東区大瀬町１５６８

　診療科 　内科、外科、脳外科、眼科、泌尿器科、小児科、
　消化器科整形外科、皮膚科、放射線科、
　リハビリテーション科

②協力歯科医療機関
　医療機関の名称 　キムラ歯科クリニック
　所在地 　浜松市東区市野町５４１

６．施設を退所していただく場合（契約の終了について）
　当事業所との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従っ
て、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することが出来ま
す。但し、下記に記した事項に該当するに至った場合には、当施設との契

約は終了し、利用者に退所していただくことになります。

（契約書第１５条参照）

 ①要介護認定により利用者の心身の状況が自立若しくは要支援若しくは

　　要介護１又は２に変更になった場合

 ②事業所が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により

　 ホームを閉鎖した場合

 ③事業所の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が

　 不可能になった場合

 ④事業所が指定介護老人福祉施設の指定を取り消された場合又は指定

　 を辞退した場合
 ⑤利用者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。）
 ⑥事業所から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。）
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（１）利用者からの退所の申し出（中途解約・契約解除）
     （契約書第１６条、第１７条参照）
　契約の有効期間であっても、利用者から当施設の退所を申し出ることがで
きます。その場合には、退所を希望する日の２日前までに解約届出書をご
提出下さい。ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を

退所することができます。

 ①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合

 ②利用者が入院された場合

 ③事業所もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護

　　老人福祉施設サービスを実施しない場合

 ④事業所もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合

 ⑤事業所もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・

　  財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続し

　  がたい重大な事情が認められる場合

 ⑥他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷
　　つける恐れがある場合において、事業所が適切な対応をとらない場合

（２）事業所からの申し出により退所していただく場合（契約解除）
　　（契約書第１８条参照）
　以下の事項に該当する場合には、契約を解約・解除することが

　あります。

 ①利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項につ

　　いて、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約

　　を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

 ②利用者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、１５日

　　以内を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合

 ③利用者及びその家族等が、故意又は重大な過失により事業所又はサ

　　－ビス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷

　　つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しが

　　たい重大な事情を生じさせた場合

 ④利用者が連続して３か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込ま

　　れる場合もしくは入院した場合（下記※を参照下さい）

 ⑤利用者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療
　　施設に入院した場合
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※利用者が病院等に入院された場合の対応について（契約書第２０条参照）
　当施設に入所中に医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、
  以下の通りです。

　①検査入院等、６日間以内の短期入院の場合
　６日以内に退院された場合は、退院後再び施設に入所することがで
　きます。但し、入院期間中であっても、所定の居室利用料金をご負担
　いただきます。 多床室　１日あたり　　　 　 ８５５円

個室　１日あたり　　　　 １，１７１円

　②７日間以上３か月以内の入院の場合
　３か月以内に退院された場合には、退院後再び施設に入所すること
　ができます。但し、入院時に予定された退院日よりも早く退院した場
　合等、退院時に事業所の受入準備が整っていない時には、併設され
　ている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。

　③３か月以内の退院が見込まれない場合
　３か月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合が
　あります。この場合には、当施設に再び優先的に入所することはでき
　ません。

（３）円滑な退所のための援助（契約書第１９条参照）
　利用者が当事業所を退所する場合に、利用者の希望により、利用者の
心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な
以下の援助を利用者に対して速やかに行います。

○適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介
○居宅介護支援事業所の紹介
○その他保険医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介

７．残置物引取人（契約書第２２条参照）
　契約が解約・解除・終了した後、当事業所に残されたご利用者の所持品
（残置物）を利用者自身が引き取れない場合に備えて、｢残置物引取人」
を定めていただきます。
　当施設は、｢残置物引取人｣に連絡のうえ、残置物を引き取っていただき
ます。また、引渡しにかかる費用については、利用者又は残置物引取人
にご負担いただきます。

※入所契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入所
　 契約を締結することは可能です。

８．第三者評価事業の実施状況
　最終実施月　：　平成２０年１１月
　審査機関　 　：  静岡県社会福祉協議会　
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９．事故発生時の対応
　利用者に対するサ－ビスの提供により事故が発生した場合は速やかに
保険者、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
　また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、その損害の発生について、
利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の
状況を斟酌した相当と認められる時に限り、損害賠償を速やかに履行する
ものとします。

１０．虐待防止のための措置に関する事項
　事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のために、必要な体制の
整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。

１１．身体不拘束
　事業者は、原則として利用者に対して身体拘束は行いません。ただし、
利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられる
時は、利用者に対しての説明及び同意を得た上で、次に掲げることに留意
して、必要最小限の範囲で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行
った日時、理由及び様態等について記録を行います。
(１)緊急性
　  直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体
　　に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(２)非代替性
　　身体拘束以外に利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が
　　及ぶことを防止することが出来ない場合に限ります。
(３)一時性
　　利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくな
　　った場合は、直ちに身体拘束を解きます。

１２．非常災害対策
　事業者もしくはサ－ビス従事者は、サ－ビスの提供中に天災その他の災
害が発生した場合、利用者の避難等適切な措置を講じます。また、日常的
に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、
非常災害に備えた訓練を定期的に実施します。

１３．苦情の受付、協議事項、裁判管轄
（１）当施設における苦情の受付（契約書第２３条参照）
　当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

○苦情受付窓口（担当者）
　〔職員名〕 　河合　鮎美
○受付時間　 ８：３０～１７：３０
○電話番号 ０５３－４３４－５７１０
○FAX番号　 ０５３－４３４－５１０８
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（２）行政機関その他苦情受付機関

 担当窓口  浜松市役所　　介護保険課

 市町村  所在地  浜松市中区元城町１０３番地の２

 電話番号  ０５３-４５７-２３２４

 FAX番号  ０５３-４５０-００８４

 国民健康保険  所在地  静岡市葵区春日２丁目４番３４号

 団体連合会  電話番号  ０５４-２５３-５５９０

 FAX番号  ０５４-２５１-３４４５

（３）協議事項（契約書第２４条参照）

（４）裁判管轄（契約書第２５条参照）

令和　　年　　月　　日

　私は、本書面に基づいて事業所から重要事項説明書の説明を受け、
指定介護老人福祉施設さぎの宮寮のサービス提供開始に同意しまし
た。

利用者住所

氏名 印

（代理人住所）

氏名 印

　指定介護老人福祉施設さぎの宮寮のサービスの提供の開始に際し、
本書面に基づき重要事項説明書の説明を行いました。

　介護老人福祉施設　　　さぎの宮寮

氏名 印

※この重要事項説明書は、厚生労働省令第３９号（平成１１年３月３１日）

　 第４条の規定に基づき、入所申込者又はその家族への重要事項説明

　 のために作成したものです。

　説明者
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